
【設計業務】

業務名 ： 国道 9号商工街路灯撤去工事設計業務

特 記 仕 様 書

第１（目的･趣旨）
琴浦町内における国道 9 号沿いに設置されている照明灯の老朽化が進行し倒壊する危

険性が高いため当該施設を撤去する計画である。本業務はその撤去設計（交通規制検討含

む）を行うものである。

第２（適用範囲）‥‥（該当しない共通仕様書は削除する）

本業務の履行に当たっては、「測量業務共通仕様書（最終改定年月日）」、「設計業務共通

仕様書（最終改定年月日）」、「地質･土質調査共通仕様書（最終改定年月日）」、「鳥取県県

土整備部用地調査等共通仕様書（最終改定年月日）」、「工損調査共通仕様書（最終改定年

月日）」、「保安林解除に係る委託業務共通仕様書（最終改訂年月日）」によるほか、この特

記仕様書によること。

編 章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項

追加 業務内容

業務数量

照明灯撤去 N=15 箇所

照明灯・基礎撤去 N=32 箇所

基礎撤去 N=43 箇所

※施工条件に基づき A～D仕様に区分している

１ １ 1106 管理技術者 ３ ・業務経験

１ １ 1107 照査技術者 １

本業務は、照査技術者を定め照査を実施する。

なお、照査に当たっては、調査・測量・設計業

務共通仕様書及び監督員の指示によること。

1 １ 1110 打合せ等 ２

本業務における打合せ協議は、下記の主要な区

切りにおいて行うこととし、３回を予定してい

る。

・当初、中間、成果品納品時

なお、業務着手時及び業務完了時には、主任技

術者は立ち会うこと。

1 １ 1112
資料の貸与及び返

却
1

本業務において必要となる資料については、初

回打合せ時において、双方確認し貸与すること

とする。

1 １ 1113
関係官公庁への手

続き等
１

関係官公庁等への手続き状況は、以下のとおり

である。

国土交通省と協議継続中。

なお、これら以外の機関と協議が必要となるこ

とが想定される場合には、速やかに報告するこ

と。

1 １ 1114
地元関係者との交

渉等
２ 関係者了解済

1 １ 1116 成果物の提出 １
報告書 ２部（電子媒体を含む）



１ ２ 1208
設計業務の条件

１
【設計条件】

打合せ時に確認

１ ２ 1209 設計業務の条件 ９

【建設副産物・リサイクル】

鳥取県建設リサイクル指針、県土整備部リサ

イクル製品使用基準等に基づき、リサイクル
製品、鳥取県認定グリーン商品等の積極的活用

を図ること。

追加
業務カルテ登録方

法

受託者は、財団法人日本建設情報センターへ、

インターネットを通じてオンラインで登録する

ことが出来る。

追加 電子納品（選択）

追加 他の業務との関連

追加 疑義等
業務を遂行するうえで疑義を生じた場合は、監

督員と協議し、速やかに処理すること。

追加 その他
本業務の履行期間は、契約締結日から令和 5 年

11 月 30 日までとする。


